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推奨バージョン対応ブラウザ№

最新バージョンMicrosoft Edge１

最新バージョンSafari２

最新バージョンChrome３

2-1.対応ブラウザについて

【ブラウザ設定について】

本システムを利用するにあたっては以下の条件が必要です。

・当サイトドメインに関するクッキー（Cookie）を継続的に受け入れられること

・JavaScriptが動作可能であること

※デフォルトで動作可能ですので、個別に設定を変更している場合に対応が必要です。
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本システムにおけるGビズIDの利用パターン例
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2-3.添付ファイルの準備
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3-2.システム操作方法



① 設定変更やヘルプの参照などは

こちらのメニューから各画面を

開くことができます。

② 申請・届出の状況を確認したい

場合は、こちらのメニューをク

リックしてください。「申請届

出状況確認」画面が表示され、

作業中・申請済の申請届出の検

索、検索結果の一覧で状況確

認・作業再開等、差戻の再申請

が行えます。

③ 申請・届出を行いたい場合は、

行いたい申請・届出のメニュー

をクリックしてください。「申

請・届出先選択画面」が表示さ

れ、申請・届出が行えます。

①

③

②
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① 届出するサービスの分類を選択します。

地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援は「地域密着型」を、

通所型・訪問型サービスは「総合事業」を選択します。

② 都道府県選択で「島根県」を選択します。

③ 届出先選択で「邑智郡総合事務組合」を選択します。

④ ①～③入力後、『次へ』をクリックします。

①

②

③

④
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様式の各項目を入力します。
「事業所名称・所在地等を自動入力する」を
クリックすると、事業所番号に基づく事業所
情報を自動入力することができます。

〇申請者に入力した情報は、申請書右上の
申請者欄に表示されます。

〇ユーザー情報の法人名が申請者の名称に
プリセットされます。

〇※印のある項目は必須項目です。
〇年月日の項目は半角で入力します。

注意事項
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3-2.システム操作方法

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー次のページにつづきますーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



届出対象とするサービスをクリックします。

47

3-2.システム操作方法

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー次のページにつづきますーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



変更があった事項を選択します。

「変更があった事項」で法人に関する項目を選択した場合は、
「法人情報の変更」画面に移動します。
法人に関する項目を選択しなかった場合は、「付表入力トップ画面」に移動します。

注意事項

〇選択したサービス種類に応じて、
「変更があった事項」の選択肢は変動します。
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付表情報を入力します。

「編集」をクリックし、付表の情報を入力します。

注意事項

〇付表の入力状況が「入力済」とならなければ『次へ』ボタンは
クリックできませんのでお気を付けください。
〇本体と予防を選択した場合はどちらかを入力すると、もう一方に
入力内容が自動で登録されます。
（認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護のみ） 50
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『事業所名称・所在地等を自動入力する』は事業所番号
に紐づく事業所情報を自動入力することができる機能です。
※変更前にのみ自動入力されます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー次のページにつづきますーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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『変更前からコピーする』は変更前に入力した内容を
変更後にコピーすることができる機能です。
必要に応じてご活用ください。
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付表の入力状況が『入力済』になったら、次へボタンがクリックできます。
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添付書類をアップロードします。

①

① 添付書類をアップロードする場合は、『ファイ
ル選択（Choose File）』をクリックします。

② 「ファイル選択」画面でアップロードしたい
ファイルを選択します。

③ 『開く』をクリックするとアップロードファイ
ルが登録されます。

注意事項

アップロードファイルは必須となるファイル
が予め決められています。

ファイル形式については、添付書類の種類に
よって「pdf」「xlsx」「docx」「txt」を可能
としています。

補足事項
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アップロードファイルが登録されると、
アップロード日時が表示されます。

添付書類をすべてアップロード後に『次へ』
をクリックします。

補足事項

登記情報提供サービスについて

登記事項証明書の提出と関連して、紙媒体で

の提出に代わり登記簿が保有する登録情報をイ
ンターネット上で確認できる「登記情報提供
サービス」の利用を推奨しています。
申請・届出時に照会番号を添えることで、指

定権者が「登記情報提供サービス」を通じて、
登記情報を確認することができます。

「登記情報提供サービス」については、以下を
ご参照ください。
URL：https://www.moj.go.jp/MINJI/minji25.html 
URL：https://www1.touki.or.jp/
URL：https://www1.touki.or.jp/pdf/APL80.pdf 
※登記事項証明書の添付については当面の間、
登記事項証明書の原本をPDFにスキャンした
ファイルでも受け付けます。
（各自治体の判断によります。）
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登録内容を確認し、

「上記内容でお間違いなければ
チェックを入れてください。」を
クリックしてチェックを入れると、
『届出』ボタンがクリックできる
ようになります。 56
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〇届出が完了すると完了画面が表示されます。

〇届出完了後、登録されたメールアドレスに届出完了の通知が送られます。
メールでも届出内容を確認することができます。

〇届出状況の確認は、「申請届出状況確認」画面からも確認ができます。
「申請届出メニュー」画面で「申請届出状況確認」をクリックすることで確認できます。
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申請届出の情報を確認したい場合は、
『申請届出状況確認』メニューをクリックしてください。
状況確認画面が表示され、作業中・申請済の申請届出の
検索、検索結果の一覧で状況確認・作業再開等、差戻の
再申請が行えます。
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①

②

③

① 検索条件を入力します。
② 『検索する』をクリックします。
③ 該当する申請届出情報が表示されます。

本システムにログインする際に使
用したGビズアカウントの種類が
「gBizIDプライム」の場合には、配
下の「gBizIDメンバー」が作成した
申請・届出情報も表示されます。
ただし、「gBizIDメンバー」が作
成した申請・届出情報の編集を行
うことはできません。

注意事項
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４ .今後の申請・届出方法について

1. 電子申請・届出システムの受付開始日

令和７年４月１日から

2. 今後の申請等についての取扱い

① 当面の間は従来どおり郵送やメールでの受付も可能とします。

② 令和７年度中を目途に全事業所において電子申請・届出システムによる申請を原則とします。

③ 電子申請・届出システム対応の申請（変更届・更新申請・体制届）以外の申請・届出については、従来ど
おりの方法により受付けます。

④ 事業所から介護保険課宛てに提出する書類について、押印は不要です。
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電子申請・届出システムを利用すると…

・介護事業所の書類作成や申請届出の事務負担が軽減される

・書類持参の手間や郵送の経費が削減される

・過去に提出した申請届出の内容確認や処理状況の確認を行うことができ、

事業所と自治体双方が同一の届出内容を共有することができる

積極的なシステム利用をお願いします！
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○電子申請届出システム

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php

○厚生労働省介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html

○ＧビズＩＤ gBizIDホームページ

https://gbiz-id.go.jp/top/

○登記情報提供サービス

https://www1.touki.or.jp/
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